
 

      新型コロナウイルス関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

参考：厚生労働省のホームページより   

福島県内、５月９日まで重点対策期間です 

 

校内放送で、「ポプラっこ５つの約束」と 

「はみがきのやくそく」を確認しました 

福島県では、３月２６日付けで、緊急事態宣言が解除された１都３県をはじめ、独自の緊

急事態宣言を出した宮城、山形両県など感染拡大地域との不要不急の往来を控えるよう求め

ています。このほか、県民に対して感染対策が徹底されていない接待を伴う飲食店などの利

用を控えるよう求め、大人数での飲食を伴う歓迎会の自粛をお願いしています。 

また、全国的に感染拡大していますので、各ご家庭でも、下記の【感染予防策】に引き続

きご協力をお願い致します。 

 

４月７日（水）と８日（木）のお昼の放送で、「ポプ

ラっこ５つの約束」と「はみがきのやくそく」につい

て確認をしました。幼稚園においても、発達段階に合

せながら、小学校と同様の取り組みを行っていきます。

今年度も、日立木幼稚園・小学校一丸となって取り組

んで参りますので、毎日の検温や健康観察など保護者

の方のご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

感染症対策を紹介します 

 

【 感染予防策 】 

 

 

 

 

手洗い・うがいを

したあと、教室に入

る前に必ず手指消

毒をしています。 

登校したら全員、

昇降口で手指消毒

をします。密を避け

るための足跡マー

クも示しています。 

体表面温度計測機

で、発熱していない

ことを確認してから

教室へ向います。 

教室や廊下など

に換気ゾーンを示

し、常時換気をして

います。 


